
 

 

１ 施設・事業を廃止または経営移管した結果、経営する施設・事業等から、社会福祉施設等並びに
特定介護保険施設等に該当する施設・事業がなくなった場合には、共済法で規定する共済契約の解
除事由に該当します。 

この場合は「社会福祉施設等及び特定介護保険施設等の経営者でなくなった者の届」（約款様式
第４号 以下「経営者でなくなった者の届」という。）を、速やかに、提出してください。 

２ 施設・事業を移管する場合であって、かつ施設・事業の移管を受けた経営者が共済契約者である
場合（共済契約者が施設・事業の移管を受けるとき、または移管日と同日付で新規に共済契約締結
するとき）は、移管する施設・事業で引き続き雇用される被共済職員は、退職扱いとせず移管前の
被共済職員期間を通算します。 

この場合の「経営者でなくなった者の届」は、移管を受ける経営者に渡していただき、移管を 
受ける経営者は、その他の必要書類と一緒に機構あてに提出してください。 

３ 経営者でなくなったことによる共済契約の解除となる場合、制度上では、退職の扱いとなります
（２で記載した経営移管により引き継がれる被共済職員を除きます）。 

この場合、遅滞なく、「被共済職員退職届」、「退職手当金請求書」または「合算制度利用申出書」 

を提出してください。 
 



 

 

 

 

 

 


